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10 キャッシュレス決済の状況1 インボイス制度について

⑴ 概要

ア インボイス制度とは

「インボイス」とは適格請求書と言われるもので、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。「インボイス制度」とは、こ
の一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ消費税の仕入税額控除をできるようにする制度。

複数税率の下での公平公正な消費税額等の把握

ウ 目的

平成28年度税制改正において、平成29年4月に予定されていた消費税10％への引き上げ時に、低所得者対策として軽減税率（複数税率）
制度が創設され、併せて、インボイス制度の導入（平成33年4月～）が決定 （H28.3.31公布：所得税法等の一部を改正する法律等）

※消費税の引き上げは令和元年10月に、インボイス制度の導入は令和5年10月に、それぞれ2年6か月延期された

⑶ インボイス制度の現状（負担軽減措置）

ア 平成28年度税制改正で設けられた経過措置

イ 令和5年度税制改正で設けられた新たな経過措置（主なもの）

（ア） 小規模事業者向け 納税額を売上税額の2割に軽減（3年間）

（イ） 小規模事業者向け 少額取引（1万円未満）はインボイス不要（6年間）

（ウ） すべての方が対象 4月以降の申請でも制度開始時に登録可能

＋
免税事業者からの仕入れについて、制度実施後、6年
間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能

（参考資料1 P4～P7）

（参考資料2 P8～P11）

イ インボイス制度の成立の経緯

⑵ インボイス制度における懸念点

免税事業者

課税事業者へ移行する場合

（インボイス発行できる）

・新たに消費税の納税義務が発生

・申告・納付に伴う事務負担の増加

・取引先が消費税の仕入税額控除できない

・これまでの取引先との関係に影響する可能性

※課税売上高1千万円

以下の事業者

課税事業者へ移行しない場合

（インボイス発行できない）
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10 キャッシュレス決済の状況1 インボイス制度について

項 目 内 容

関係団体
への周知

令和5年度税制改正の内容や国が実施しているサポー
トに関する周知について、庁内関係部局（※）を通じ関
係団体に依頼
※関係部局：環境部、商工部、文化観光部、水産農林部、
土木部、まちづくり部、建築部、上下水道局

リーフレット
設置

市民税課窓口のスペースに国税庁作成のリーフレット
を設置

広報
ながさき

2月号に事業者への案内として、国税局・税務署におい
て毎月「インボイス制度説明会」、「登録申請相談会」を
開催している旨記事を掲載

市ホーム
ページ

税関連情報として、リンク集に国税庁のインボイス制度
特設サイトを追加

⑸ 周知に関する本市の取り組み
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⑹ 消費税収の推移

区 分

法人 個人事業主 合計

法人数
（※1）

登録件数 登録率
事業者数
（※1）

登録件数 登録率
法人数+
事業者数

登録件数 登録率

長崎市内 6,488件 6,109件 12,597件

長崎県内（※2） 19,580件 23,136件 42,716件 28,000件 65.5%

全国（※3） 206万件 199万件 96.1% 162万件 117万件 72.2％ 368万件 316万件 85.8%

⑷ 登録状況

※1 法人数及び事業者数は、総務省「令和3年経済センサス」による

※3 全国における登録件数は、東京商工リサーチ調査による（R5.5月末時点）

※2 長崎県内における登録件数は、福岡国税局への照会による（R5.5月末時点）

約 約
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